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ま え が き 

 

 労働政策研究･研修機構では、2005 年からプロジェクト研究のひとつとして｢ワーク・ラ

イフ・バランスの実現に向けた社会システム・雇用環境の整備に関する調査研究｣に取り組

んできた。この研究は、職業生涯の長期的な視点に立ち、男女ともに、家庭生活、地域生活

との調和を図りながら、充実した職業生活を送ることができるようにするための諸条件、そ

のあり方を検討し、必要な政策提言を行おうとするものである。 

 本報告書は、中小企業における雇用管理と両立支援の状況に焦点を当てている。これまで

の両立支援施策、ワーク・ライフ・バランス施策に関する研究を見ると、ややもすればその多

くは、大都市において、より大規模な企業に勤務する女性が就業継続するために、どういっ

た施策を考えればいいのかという点から検討が進められてきた。本報告書において、中小企

業に焦点を当てたのは、中小企業における両立支援やワーク・ライフ・バランスに関する調

査が相対的に少なく、その実態が必ずしも明らかになっていないという判断からである。そ

の一方で、以前には、従業員規模から、法的施策の対象とはなっていなかった企業に対して

も、いくつかの義務が課されるようになりつつある。そして、一部では、比較的小規模企業

であるが故に、両立支援施策に関しても、大企業より「柔軟」な施策を採ることが可能であ

るといった議論も展開されている。このように、中小企業を取り巻く環境や見方が刻々と変

わりつつあるのにも関わらず、存外、その実態は充分には調査されてこなかった。本調査を

企画した意図は、そこにある。 

 本報告書が、中小企業における両立支援施策、ワーク・ライフ・バランス施策の実態につ

いて知りたいと考えている研究者、行政担当者、労使の関係者等に役立つとともに、中小企

業の更なる発展や良好な両立支援の展開に多少なりとも参考になれば幸いである。 
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はじめに 

 

 近年、ワーク・ライフ・バランス（以下、WLB と略記する）という考え方が急速に普及

しつつある。そこでしばしば用いられるのは、WLB とは「仕事と（家庭）生活の調和であ

り、仕事を充実させることと、仕事以外の生活も充実させ、その調和を図ること」という説

明である。その限りでは何の異論もなく、WLB の追求は望ましいことであり、社会全体の

課題であると言えよう。ただ、その全体像と具体的な内容となると、いま一つわかりにくい

部分が多い。 

  「仕事も仕事以外も充実させ、調和を図る」べきであるなら、現状はそうなっていないと

いう認識が、その根底にはある。ただ、そうした状況を確認するのも、実はそう容易いこと

ではない。どのような雇用管理の下で、どういった仕事をしつつ、職場と仕事を離れた時に

は、育児や介護も含め、どのような生活を送っているのか、そうした生活の全体を丸ごと把

握する必要があるからである。これまで、家事を担いながら仕事を続けようとする、主とし

て大企業に勤務する女性が、実際にはどのような時間配分で仕事と家事をこなしているのか、

その両立を支える仕組みや制度にはどのようなものがあり、その運用ではどういった点が問

題となっているのかなどが、継続的に検討されてきた。また、近年、企業側からも、さらな

る効率化を図りながら、できる限り、従業員が働きやすい環境を提供することが検討されつ

つある。これらを合わせたものが、全体としての仕事と仕事以外の生活であろうが、それら

すべてを同時に検討することは、ほぼ不可能である。あくまでも全体の広がりを意識しつつ、

まずは細かな部分を一つずつ見てゆく他はない。 

 ここであらためて言うまでもないことであるが、WLB とは、女性だけの問題でも、大企

業勤務者に固有の問題でもない。中小企業においても、むろん重要な問題であり、その企業

数と雇用者に占める従業者数を考えれば、より重要性を増すと考えられよう。中小企業とい

う言葉一言だけではとても言い尽くせない多様性があることは周知のとおりであるが、

WLB に関連づけていえば、次世代育成支援対策推進法改正にみるように、共通して法的な

拘束力をもって、対応を迫られる状況も一方では迫っている。 

 多様であるがために、そこには制度に拘束されない自由度や融通性があると言われること

も少なくない。やはり、WLB 関連で言えば、2006 年版中小企業白書に述べられた、中小企

業であるほど、仕事と育児の両立支援に「柔軟に対応」し、可能であるという中小企業像で

あろう。企業のあり方そのものが多様であれば、むろん、両立支援への取り組みもさまざま

であろうが、それらが「柔軟」性ゆえとなっているのかは、さらに詳細な検討を積み重ねて

ゆく必要があろう。 

 両立支援策であっても、他の WLB 施策であっても、原点に立ち返れば、それらは、雇用

管理、人事管理施策の一つにすぎない。各々の制度があるか否かではなく、われわれが検討

すべきなのは、WLB に関連する施策が、その企業のどういった人事管理施策の下で運用さ
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れているのかという点であろう。こうした認識に基づき、われわれは、雇用管理と両立支援

に関する調査を実施した。本調査シリーズでは、本格的な分析は行っていないが、まずは基

本的なクロス集計に基づいた全体的な結果を報告することにしたい。本調査で、中小企業に

おける雇用管理と両立支援の現状がすべて明らかになった訳では到底ないが、こうしたデー

タを積み重ねてゆくことにより、中小企業の WLB、さらには、WLB 全体の問題を考えてい

くことができると考えている。本報告は、その第一歩にすぎない。 
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